
 

—Ｓａｆｅｔｙ Ｎｅｗｓ—  

 

 

 

 

 

 

通建連合「一斉安全休工日」の取り組みについては、組合員は勿論のこと現場第一線

で働く労働者の心と体の健康管理や、リフレッシュを図り安全労働を確保する観点から

6 月・7 月・9 月・11 月の第 2 土曜日を設定し、各職場における安全衛生委員会等の

場での協力要請の他、ポスター掲示等による啓蒙活動を実施させて頂きました。 

今年度 3 回目となる 9 月１４日（土）の実施結果は、下表のとおりです。 

業務区分割合・人員割合ともに「業務繁忙や災害復旧対応」などにより、当日（第二

土曜日）での実施率は直近の 7 月、昨年の同月の 9 月と比較しても下回る結果となり、

一部の事業所では、業務繁忙での読替実施が非常に多く、当日（第二土曜日）で実施す

ることはかなわず、各々が読み替えにて対応する結果となっております。 
 

インフラ東北は、休むことにより心身共にリフレッシュを図り安全労働につなげると

の観点で今後も読替を含む実施率の維持はもちろん、より一層の定着に向け協力要請を

含めた啓蒙活動の取り組みを展開し、当日（第二土曜日）での実施率向上のため取り組

みを継続していきます。今年度最後となる一斉安全休工日は 11 月 9 日（土）となりま

すので、引き続き取り組みへのご協力をお願いします。 
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通建連合『一斉安全休工日（９月）』 

実施結果について 
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～すべての人が健康で、毎日イキイキと 
      働き続けられる社会へ目指せ快適な職場づくり～ 

 
厚生労働省は１１月を「過労死等防止啓発月間」と設定し、過労死等をなくすためのシ

ンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。この月間は「過労死等防止対策推

進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関

心と理解を深めるため、毎年 11 月に実施されているものです。 

コロナ禍以降、メンタル不調者が増加傾向にあります。メンタル不調者の早期発見には、

サインを見逃さないことが重要となります。 

是非いまの自分の調子を確認していただき、職場での悩みがある方や不調になっている

方がいれば、１人で悩まず下記窓口や職場の組合役員へ相談して貰えればと思います。 


